
令和6年1月

随意契約に係る物品等又は役務の名称
及び数量

随意契約を締結した日 随意契約の相手方の住所 随意契約の相手方の氏名 随意契約に係る契約金額(円) 随意契約によることとした理由

エネルギー制御スパッタ装置の修理　
一式

令和6年1月26日
東京都港区愛宕2-5-1
愛宕グリーンヒルズMORIタワー

三井情報株式会社
代表取締役社長　浅野　謙吾

8,800,000

契約の性質または目的が競争
を許さないため随意契約とす
る。
（会計規則第31条第1項第1号
及び契約事務取扱規程第25条
第5号）

1 / 1 ページ


